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る
変
更
の
承
認
の
申
請
を
行
っ
た
が
、

沖
縄
県
知
事
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
が

規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
変
更
を
承
認
し
な
い
旨
の
処

分
を
し
た
。
同
処
分
を
不
服
と
し
て
沖

縄
防
衛
局
が
行
っ
た
審
査
請
求
（
地
方

自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
１
項
第
１

号
）
に
対
し
、
審
査
庁
国
土
交
通
大
臣

は
、
同
処
分
は
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱

し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
で

あ
っ
て
違
法
で
あ
る
と
述
べ
て
、
同
処

分
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
し
た
。

し
か
し
沖
縄
県
知
事
は
、
こ
の
裁
決

の
後
も
変
更
の
承
認
を
し
な
か
っ
た
の

で
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
変
更
の
承
認

を
し
な
い
こ
と
は
知
事
の
裁
量
権
の
逸

脱
・
濫
用
に
当
た
り
、「
都
道
府
県
の

法
定
受
託
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定

に
違
反
し
て
い
る
」（
地
方
自
治
法
第

２
４
５
条
の
７
第
１
項
）な
ど
と
し
て
、

是
正
の
指
示
を
行
っ
た
。
沖
縄
県
知
事

は
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
同
法

第
２
５
０
条
の
７
第
１
項
）
に
審
査
の

申
出（
同
法
第
２
５
０
条
の
13
第
１
項
）

を
し
た
が
、
同
委
員
会
は
、
是
正
の
指

示
は
違
法
・
不
当
で
は
な
い
旨
の
判
断

を
行
っ
た
。
そ
こ
で
沖
縄
県
知
事
は
、

是
正
の
指
示
は
違
法
な
国
の
関
与
で
あ
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５
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４
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５
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３
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９
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５
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５
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原
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第
一
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福
岡
高
等
裁
判
所

那
覇
支
部　

令
和
５
年
３
月
16
日
判
決

令
和
４
年
（
行
ケ
）
第
３
号

上
告
棄
却
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治
体
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要
旨
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防
衛
省
の
地
方
支
分
部
局
の
一
つ
で

あ
る
沖
縄
防
衛
局
は
、
平
成
25
年
３
月

22
日
、
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
沿
岸
域

に
飛
行
場
を
設
置
す
る
た
め
の
公
有
水

面
の
埋
立
て
の
承
認
を
求
め
て
沖
縄
県

知
事
に
対
し
て
願
書
を
提
出
し
、
そ
の

承
認
を
受
け
た
。
さ
ら
に
沖
縄
防
衛
局

は
、
令
和
２
年
４
月
21
日
付
け
で
、
追

加
の
地
盤
改
良
工
事
等
を
行
う
た
め
、

埋
立
地
の
用
途
及
び
設
計
の
概
要
に
係

る
と
主
張
し
て
、
同
法
第
２
５
１
条
の

５
第
１
項
第
１
号
に
基
づ
き
、
是
正
の

指
示
の
取
消
し
を
求
め
る
本
件
訴
え
を

提
起
し
た
。

原
審
（
第
一
審
）
は
沖
縄
県
知
事
の

請
求
を
棄
却
し
た
。
沖
縄
県
知
事
は
上

告
受
理
の
申
立
て
を
行
い
、
最
高
裁
は

受
理
し
た
が
、
以
下
の
と
お
り
判
示
し

た
上
で
、
原
審
の
判
断
を
結
論
に
お
い

て
是
認
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

行
政
不
服
審
査
法
第
52
条
第
１
項

は
、
審
査
請
求
に
お
い
て
審
査
庁
が
し

た
裁
決
は
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す
る
旨

を
、
同
条
第
２
項
は
、
申
請
を
棄
却
し

た
処
分
が
裁
決
で
取
り
消
さ
れ
た
場
合

に
は
、
処
分
庁
は
、
裁
決
の
趣
旨
に
従

い
、
改
め
て
申
請
に
対
す
る
処
分
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
す
る
。

そ
の
趣
旨
は
、
処
分
庁
を
含
む
関
係
行

政
庁
に
裁
決
の
趣
旨
に
従
っ
た
行
動
を

義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
速
や
か
に

裁
決
の
内
容
を
実
現
し
、
も
っ
て
、
審

査
請
求
人
の
権
利
利
益
の
簡
易
迅
速
か

つ
実
効
的
な
救
済
を
図
る
と
と
も
に
、

行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と

に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
法
定
受
託
事
務
に
係

る
申
請
を
棄
却
し
た
都
道
府
県
知
事
の
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地
方
自
治
法
２
４
５
条
の
７
第
１
項
に

基
づ
き
、
沖
縄
県
に
対
し
、
本
件
変
更

申
請
に
係
る
変
更
の
承
認
（
以
下
「
本

件
変
更
承
認
」
と
い
う
。）
を
す
る
よ

う
是
正
の
指
示
（
以
下
「
本
件
指
示
」

と
い
う
。）
を
し
た
。

本
件
は
、
上
告
人
が
、
本
件
指
示
は

違
法
な
国
の
関
与
に
当
た
る
と
主
張
し

て
、
同
法
２
５
１
条
の
５
第
１
項
１
号

に
基
づ
き
、
被
上
告
人
を
相
手
に
、
本

件
指
示
の
取
消
し
を
求
め
る
事
案
で
あ

る
。２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）
沖
縄
防
衛
局
は
、
普
天
間
飛

行
場
の
代
替
施
設
を
設
置
す
る
た
め
、

平
成
25
年
３
月
22
日
、
沖
縄
県
知
事
に

対
し
、
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
に
所
在

す
る
辺
野
古
崎
地
区
に
隣
接
す
る
水
域

の
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
を
求
め

て
願
書
を
提
出
し
、
同
年
12
月
27
日
、

そ
の
承
認
を
受
け
た
。

（
２
）
沖
縄
防
衛
局
は
、
上
記
承
認

の
後
に
判
明
し
た
事
情
を
踏
ま
え
、
地

盤
改
良
工
事
を
追
加
し
て
行
う
な
ど
す

る
た
め
、令
和
２
年
４
月
21
日
付
け
で
、

上
告
人
に
対
し
、
本
件
変
更
申
請
を
し

た
。
上
告
人
は
、
令
和
３
年
11
月
25
日

付
け
で
、
公
有
水
面
埋
立
法
42
条
３
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
13
条
ノ
２
第

１
項
並
び
に
同
法
42
条
３
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
13
条
ノ
２
第
２
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
４
条
１
項
１
号
及

び
２
号
の
各
規
定
（
以
下
「
本
件
各
規

定
」
と
い
う
。）
の
要
件
に
適
合
し
な

い
な
ど
と
し
て
、
本
件
変
更
不
承
認
を

し
た
。
な
お
、
本
件
変
更
申
請
に
係
る

沖
縄
県
の
事
務
は
法
定
受
託
事
務
で
あ

る
（
同
法
51
条
１
号
、
地
方
自
治
法
２

条
９
項
１
号
）。

（
３
）
沖
縄
防
衛
局
は
、
本
件
変
更

不
承
認
を
不
服
と
し
て
、
令
和
３
年
12

月
７
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
２
５
５

条
の
２
第
１
項
１
号
に
基
づ
き
、
公
有

水
面
埋
立
法
を
所
管
す
る
大
臣
で
あ
る

被
上
告
人
に
対
し
、審
査
請
求
を
し
た
。

被
上
告
人
は
、
本
件
変
更
不
承
認
に
係

る
上
告
人
の
判
断
は
裁
量
権
の
範
囲
を

逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
本
件
各
規
定
に
反
し
違
法

で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
令
和
４
年
４
月

８
日
付
け
で
、
本
件
変
更
不
承
認
を
取

り
消
す
旨
の
本
件
裁
決
を
し
た
。

（
４
）
上
告
人
は
本
件
裁
決
後
も
本

件
変
更
承
認
を
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

上
告
費
用
は
上
告
人
の
負
担
と
す

る
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
加
藤
裕
、同
仲
西
孝
浩
、

同
宮
國
英
男
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由

（
た
だ
し
、排
除
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）

に
つ
い
て

１　

沖
縄
防
衛
局
は
、
普
天
間
飛
行

場
の
代
替
施
設
を
沖
縄
県
名
護
市
辺
野

古
沿
岸
域
に
設
置
す
る
た
め
の
公
有
水

面
の
埋
立
て
に
関
し
、
公
有
水
面
埋
立

法
42
条
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

13
条
ノ
２
第
１
項
に
基
づ
き
、
埋
立
地

の
用
途
及
び
設
計
の
概
要
に
係
る
変
更

の
承
認
の
申
請
（
以
下
「
本
件
変
更
申

請
」
と
い
う
。）
を
し
た
と
こ
ろ
、
上

告
人
は
変
更
を
承
認
し
な
い
旨
の
処
分

（
以
下
「
本
件
変
更
不
承
認
」
と
い
う
。）

を
し
た
。
被
上
告
人
は
、
沖
縄
防
衛
局

の
審
査
請
求
を
受
け
て
、
本
件
変
更
不

承
認
を
取
り
消
す
裁
決
（
以
下
「
本
件

裁
決
」
と
い
う
。）
を
し
、
そ
の
後
、

処
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
り
消
す
裁

決
が
さ
れ
た
場
合
、都
道
府
県
知
事
は
、

上
記
裁
決
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
改
め
て

上
記
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
べ
き
義

務
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
法
定
受
託
事
務
に

係
る
申
請
を
棄
却
し
た
都
道
府
県
知
事

の
処
分
が
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
規

定
に
違
反
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り

消
す
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

都
道
府
県
知
事
が
上
記
処
分
と
同
一
の

理
由
に
基
づ
い
て
上
記
申
請
を
認
容
す

る
処
分
を
し
な
い
こ
と
は
、
地
方
自
治

法
第
２
４
５
条
の
７
第
１
項
所
定
の
法

令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
該
当
す
る
。

【
関
連
法
規
】	

行
政
不
服
審
査
法
第
52

条
第
１
項
、
第
２
項

	

地
方
自
治
法
第
２
４
５

条
の
７
第
１
項



123◆自治体法務研究 2024・夏

被
上
告
人
は
、
こ
れ
が
上
告
人
の
裁
量

権
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を
濫

用
し
た
も
の
で
あ
り
、「
都
道
府
県
の

法
定
受
託
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定

に
違
反
し
て
い
る
」（
地
方
自
治
法

２
４
５
条
の
７
第
１
項
）
と
認
め
ら
れ

る
な
ど
と
し
て
、
令
和
４
年
４
月
28
日

付
け
で
、
沖
縄
県
に
対
し
、
本
件
変
更

承
認
を
す
る
よ
う
本
件
指
示
を
し
た
。

（
５
）
上
告
人
は
、
本
件
指
示
を
不

服
と
し
て
、
令
和
４
年
５
月
30
日
付
け

で
、国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
対
し
、

地
方
自
治
法
２
５
０
条
の
13
第
１
項
に

基
づ
く
審
査
の
申
出
を
し
た
が
、
同
年

８
月
19
日
付
け
で
、
本
件
指
示
は
違
法

で
な
い
と
認
め
る
旨
の
審
査
の
結
果
の

通
知
を
受
け
た
。
上
告
人
は
、
こ
れ
を

不
服
と
し
て
、
同
月
24
日
、
同
法
２
５
１

条
の
５
第
１
項
１
号
に
基
づ
き
、
本
件

訴
え
を
提
起
し
た
。

上
告
人
は
、
本
件
変
更
申
請
が
本
件

各
規
定
の
要
件
に
適
合
し
な
い
な
ど
と

し
た
上
告
人
の
判
断
は
適
法
で
あ
る
か

ら
、
本
件
指
示
は
違
法
で
あ
る
な
ど
と

主
張
し
て
い
る
。

３
（
１
）
法
定
受
託
事
務
に
係
る
都

道
府
県
知
事
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査

請
求
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
行
政

求
人
の
権
利
利
益
の
簡
易
迅
速
か
つ
実

効
的
な
救
済
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政

の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
法
定
受
託
事
務
に
係

る
申
請
を
棄
却
し
た
都
道
府
県
知
事
の

処
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
り
消
す
裁

決
が
さ
れ
た
場
合
、都
道
府
県
知
事
は
、

上
記
裁
決
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
改
め
て

上
記
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
べ
き
義

務
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。仮
に
、

上
記
裁
決
が
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
都
道
府
県
知
事
が
上
記
処
分
と
同

一
の
理
由
に
基
づ
い
て
上
記
申
請
を
認

容
す
る
処
分
を
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
処
分
の
相
手
方
が
不
安

定
な
状
態
に
置
か
れ
、
紛
争
の
迅
速
な

解
決
が
困
難
と
な
る
事
態
が
生
ず
る
こ

と
と
な
り
、
上
記
裁
決
が
国
と
普
通
地

方
公
共
団
体
と
の
間
の
紛
争
処
理
の
対

象
に
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
地
方
自
治
法
２
４
５
条
３
号
括
弧

書
き
）
に
照
ら
し
て
も
、相
当
で
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
法
定
受
託
事
務
に

係
る
申
請
を
棄
却
し
た
都
道
府
県
知
事

の
処
分
が
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
規

定
に
違
反
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り

消
す
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

不
服
審
査
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と

こ
ろ
（
同
法
１
条
２
項
）、
同
法
は
、

行
政
庁
の
違
法
又
は
不
当
な
処
分
そ
の

他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
に
関

し
、
国
民
が
簡
易
迅
速
か
つ
公
正
な
手

続
の
下
で
広
く
行
政
庁
に
対
す
る
不
服

申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の

制
度
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の

権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
と
と
も
に
、

行
政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
同
条
１

項
）。
そ
し
て
、
同
法
は
、
52
条
１
項

に
お
い
て
、
審
査
請
求
が
さ
れ
た
行
政

庁
（
以
下
「
審
査
庁
」
と
い
う
。）
が

し
た
裁
決
は
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す
る

旨
を
、
同
条
２
項
に
お
い
て
、
申
請
を

棄
却
し
た
処
分
が
裁
決
で
取
り
消
さ
れ

た
場
合
に
は
、処
分
を
し
た
行
政
庁（
以

下
「
処
分
庁
」
と
い
う
。）
は
、
裁
決

の
趣
旨
に
従
い
、
改
め
て
申
請
に
対
す

る
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を

規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
審
査
庁
が
処

分
庁
の
上
級
行
政
庁
で
あ
る
か
否
か
に

よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

趣
旨
は
、
処
分
庁
を
含
む
関
係
行
政
庁

に
裁
決
の
趣
旨
に
従
っ
た
行
動
を
義
務

付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
速
や
か
に
裁
決

の
内
容
を
実
現
し
、
も
っ
て
、
審
査
請

都
道
府
県
知
事
が
上
記
処
分
と
同
一
の

理
由
に
基
づ
い
て
上
記
申
請
を
認
容
す

る
処
分
を
し
な
い
こ
と
は
、
地
方
自
治

法
２
４
５
条
の
７
第
１
項
所
定
の
法
令

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
該
当
す
る
。

（
２
）
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、

本
件
裁
決
は
本
件
変
更
不
承
認
が
本
件

各
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
本
件
変
更
不
承
認
を
取
り
消
し
た
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
上
告
人
は
本
件
変

更
不
承
認
と
同
一
の
理
由
に
基
づ
い
て

本
件
変
更
承
認
を
し
な
い
も
の
と
い
え

る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
地
方
自
治
法

２
４
５
条
の
７
第
１
項
所
定
の
法
令
の

規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
該
当
す
る
。

４　

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、

本
件
指
示
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
原
審

の
判
断
は
、
結
論
に
お
い
て
是
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

岡
正
晶　

裁
判

官　

山
口
厚　

裁
判
官　

深
山
卓
也　

裁
判
官　

安
浪
亮
介　

裁
判
官　

堺

徹
）


